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内 線 3290・3289 
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「岡山県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に 

関する基本計画」改定素案へのご意見を募集します 
 

 

県では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下

「ＤＶ防止法」という。）に基づき、「岡山県配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する基本計画」を平成１７年３月に策定し、ＤＶ対策を総合的に

推進してきたところですが、令和６年４月１日施行の改正ＤＶ防止法の内容を盛

り込む（法定協議会の設置の記載）とともに、新たに数値目標を設定するなど「第

６次おかやまウィズプラン」との整合を図る改定素案を作成しました。 

つきましては、この素案に対し、次のとおりパブリック・コメントを実施しま

すので、お知らせします。 

記 

１ 募集期間 

  令和７年１１月１４日（金）から１２月１５日（月） 

２ 改定素案の公開方法 

地域福祉課のホームページ及び電子書籍ポータルサイト「okayama ebooks」に

掲載しているほか、同課（県庁５階）、県政情報室（県庁４階）、各県民局総務

課、各地域事務所地域総務課、県立図書館１階閲覧室及びきらめきプラザに備え

付けます。 

＜掲載先ホームページアドレス＞ 

https://www.pref.okayama.jp/page/1005868.html 

３ ご意見の提出方法 

  郵便、ＦＡＸ、電子メール、インターネットいずれかの方法により、ご意見等を

お寄せください。 

４ その他 

概要については、別紙を参照願います。 



別 紙 

岡山県配偶者からの暴力の防止及び被害者の 
保護等に関する基本計画改定素案（概要） 

 
第１章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の趣旨 
  市町村や民間団体等と緊密な連携を図りながら、配偶者等からの暴力

（ＤＶ）の防止と被害者の保護及び自立支援等に取り組むとともに、ＤＶ
のない社会づくりを目指し、ＤＶ対策を総合的かつ効果的に推進するた
め、取り組むべき施策を取りまとめた計画として、「岡山県配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」を策定するものです。 

２ 計画の位置付け 
  ＤＶ防止法に基づく県基本計画として位置付けます。 

３ 計画の期間 
令和８(2026)年度から令和 12(2030)年度までの５年間とします。 

第２章 配偶者からの暴力の現状 

 ・これまでに結婚（事実婚を含む）したことのある人のうち、３割超の人
が配偶者から暴力を受けた経験があります。 

・４割超の人が、配偶者や交際相手から暴力を受けたことを「誰（どこ）
にも相談しなかった」となっています。  

・配偶者等からの暴力の相談件数が高い水準で推移しており、暴力防止・
被害者保護対策などの一層の充実が求められています。  

第３章 計画の内容 

１ 計画の内容 

① 性別に基づくあらゆる暴力の発生を防ぐ環境づくりの推進  

 ② 被害者への相談・支援・救済体制の充実  

 ③ 被害者の自立支援のための取組 

 ④ 加害者の更生のための取組 

 ⑤ 子ども・若者への予防啓発、デートＤＶ対策の推進  

 ⑥ 関連施策の推進体制の強化と民間団体等との協働  

２ 数値目標 

数値目標 策定時 目標値 

配偶者暴力相談支援センター又は女性相談支援員

を設置している市町村数 

５市町村 

（Ｒ６） 

10 市町村 

（Ｒ12） 

女性相談支援センターが実施する、相談支援員等の資質を向  

上するための研修や交流会に参加した民間団体の参加者数  

39 人 

(Ｒ６) 

100 人 

（Ｒ12） 

デートＤＶ防止講座等を受講した児童・生徒等の数 
1,489 人 

(Ｒ６) 

10,000 人 

（Ｒ８～Ｒ12累計） 

 

＜参考＞ＤＶ防止法フローチャート 

 


